ファイザー社友会会則
第１章　総　　則

（名称）
第１条　　　本会はファイザー社友会と称する。

（事務所）

第２条　　　本会本部を東京都渋谷区代々木３－２２－７　新宿文化クイントビル　ファイザー株式会社内におく。

　　　　　　　　支部を北海道、東北、東海、武豊、近畿、中国四国、九州の７地区に

おく。
（目的）

第3条 　　 本会は会員相互の親睦を図るとともに、会社の発展に寄与することを

目的とする。

（事業及び会員の特典）

第4条 　　 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。　　

　　　　　　　　　　　①総会の開催

　　　　　　　　　　　②会員の親睦行事の開催

　　　　　　　　　　　③その他、本会の目的達成に必要な事業

　　　　２．会員は次の特典を有する。

①会員は社友会の諸行事への参加及び社友会ホームページの閲覧ができる。
②会員は生命保険・損害賠償保険などの団体割引による入会などにつき、社員と同等の資格で利用できる。
第２章　会　　員

（会員及び名誉会員）

第５条　　　本会の会員はファイザー株式会社（以下会社という）の退職者で本会に入会を希望し、以下のいずれかの要件を満たしているものとする
　　　　①役員であった者

②定年退職制度もしくは早期退職制度により退職した者

③１０年以上勤務し円満退職をした者

④上記①～③項の要件にかかわらず当会会員が推薦し、会長又は副会長が入会を認めた者
　　　　２．第１項第３号の勤務期間には関連会社在職期間を通算する。
（特別会員）

第６条　　 会社を特別会員とする。

（入会）

第7条 　　本会への入会は所定の入会申込書の提出によるものとする。

    入会者は全員本部会員となるが、希望に応じて各支部への所属を認める。
（退会）

第８条　　 次の各号の一に該当した場合、会員はその資格を失う。

　　　　　　　　　　　①書面等による退会の申し出があったとき

　　　　　　　　　　　②死亡したとき

　　　　　　　　　　　③本会よりの連絡に対して３年以上返信がなかった場合

　　　　２．会員に本会の名誉と品位を損なう以下のような行為があったと理事会が判断した場合は、会員の資格停止もしくは退会勧告を受けることがある。

①本会の尊厳を傷つける言動

②会員を故なく誹謗・中傷する行為

③本会で知り得た情報を第三者の営利に供する行為

第３章　役　　員

（役員の種類）

第９条　　 本会に次の役員をおく。

　　　　　　　　　　　　 ①名誉会長　　１名

　　　　　　　　　　　　 ②会長　　　　１名

　　　　　　　　　　　　 ③副会長　　　３名

　　　　　　　　　　　　 ④理事　　　　６～７名

　　　　　　　　　　　　 ⑤監事　　　　２名

　          ２．名誉会長は会社の社長とし、会長は会社又は前会長が推薦し、その他の役員は会長又は副会長が推薦し、総会で承認を受けることにより選任される。
（職務）

第10条　　 役員の職務は次の通りとする。

　　　　　　　　①会長は本会を代表し、会務を統括する。
　　　　　　　　②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
　　　　　　　　③理事は会務を執行する。
　　　　　　　　④監事は会計を監査する。
（任期）

第11条　　 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

　　　　２．欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
        　　３. 役員の改選については改選年度の最初の役員会において候補者を内定し、総会において承認する。
４. 改選年度における役員の任期は、総会における承認を以てただちに発効し、翌々年の総会終了までとする。
第４章　機　　関

（種類）

　　第12条　　 本会に次の機関をおく。

①総会　

　　　　　　　　　　②役員会

　　　　　　　　　　③世話人会
第１節　総　　会

（構成）

　　第13条　　 総会は会員及び特別会員をもって構成する。

（招集及び議長）

　　第14条　　 原則として、会長は毎年６月に総会を招集し、その議長となる。

（議事）

　　第15条　　 総会は次の事項を議決する。

　　　　　　　　　　　　①会則の改廃

　　　　　　　　　　　　②推薦された役員の承認

　　　　　　　　　　　　③事業計画の決定及び事業報告の承認

　　　　　　　　　　　　④予算及び決算に関する事項

　　　　　　　　　　　　⑤その他必要と役員会が認めた事項

（議決）

第16条　　 総会の議決は出席者の過半数の賛成により決する。

　　　　２．可否同数のときは議長がこれを決する。
第２節　役　員　会

（構成）

第17条　　 役員会は会長、副会長、理事、監事をもって構成する。

（招集及び議長）

　　第18条　　 会長は少なくとも年２回以上役員会を招集し、その議長となる。

（議長）

　　第19条　　 役員会は次の事項を議決する。

　　　　　　　　　　①総会に付議する事項

　　　　　　　　　　②総会の議決した事項の執行に関する事項

　　　　　　　　　　③その他会務の執行に関する事項

（議決）

　　第20条　　 役員会は役員の過半数の出席を以て成立し、役員会の議決は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

　　　　　　 ２．事前の委任状の提出により、正当な理由があると認められる場合は、委任状出席を認める。
第3節　世 話 人 会

（構成）

第21条　　 世話人会は会長、副会長、理事、監事、及び役員推薦で役員会で承認されたサポート会員をもって構成する。但し、原則として、各地支部所属の役員は対象外とする。
（招集及び議長）

　　第22条　　 会長は、ファイザー社友会の在り方等に関して討議し、社友会メンバーによる自律的運営を円滑に進めるため、世話人会を適宜招集し、その議長となる。
（議長）

　　第23条　　 世話人会は次の事項を適宜検討し、議決する。

1 社友会の在り方等の討議、及び独自運営をベースとした各種業務内容の確認・決定
2 構成員の中での担当業務分けと具体的な業務プロセス決定
3 その他業務の執行に関する事項

（議決）

　　第24条　　 世話人会は役員の過半数の出席を以て成立し、世話人会の議決は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

　　　　　　 ２．事前の委任状の提出により、正当な理由があると認められる場合は、委任状出席を認める。（メール等による委任の連絡で可とする）
第５章　会　　計

（経費）

　　第25条　　 本会の運営に要する費用は次の収入をもってこれにあてる。

　　　　　　　　　　　①入会金

　　　　　　　　　　　②会社よりの賛助金

　　　　　　　　　　　③その他賛助金、寄付金
　　　　　　　　　　　④臨時会費

　　　　　　　　　　　⑤前各号より生ずる収入

　　　　　　２．当該会計年度の収支並びに次年度への繰越金額は、本第15条4項により
　　　　　　　　承認・確定するところである。当該繰越金額は、社友会存続のための任意準備金として社友会預金口座に記帳・管理する。
（会計年度）

　　第26条　　 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附　　則

（事務局）

　　第27条　  ①本会の事務局は、原則ファイザー社友会役員会、及び世話人会が運営する。
　　　　 　　②本会は必要により事務局長をおくことができる。
（発効）

　　第28条　　 本会則は昭和61年3月15日より発効する。

【沿　革】
　昭和61年 3月15日　　制定

　昭和63年10月14日　 第9条第2項　改訂

　平成 元年10月21日　 第5条･第11条　改訂

　平成 2年10月  9日　 第5条･第1項の但し書　削除

　平成 3年11月26日　 第11条･第1項、第14条、第15条第1項の①、第18条･改訂

　平成 5年10月27日　 第5条･改訂

　平成 6年10月26日　 第14条･改訂

　平成15年８月　1日　 社名及び住所変更に伴う改訂／第１条、第２条、第２３条③号

　平成17年６月30日　　第４条③、第５条、第14条、第17条、附則第23条　改訂

　平成18年６月30日　　第6条名称変更に伴う改訂
　平成19年６月20日　　第5条・第３項の削除、第3項削除による第4項の第3項へ

　　　　　　　　　　　　の繰上げ

　平成22年6月　　　　 第6条一部削除
　平成22年6月　　　　 第20条・第3項削除以下繰上げ

　平成22年6月　　　　 第23条・第3項削除

　平成23年6月　　　　 第5条・第1項第4項追加

　　　　　　　　　　　　第5条・第2項削除
　　　　　　　　　　　　第5条・第3項の繰上げ

　　　　　　　　　　　　第8条・第2項追加

　　　　　　　　　　　　第5条・第4項新設に伴う第19条・第3項改訂

　平成25年6月　　　　 第4条・第2項①、②、③改訂 ④追加
  平成27年6月　　　　 第2条・第7条・第11・第20条　改訂
平成30年6月　　　　 第4条2項②、③改訂・第20条2項追加・第21条2項追加
令和1年12月　　　　 第4条第2項、第5条④、第8条、第9条、第11条、第12条、第14条、第15条、第19条改定、並びに第21～24条追加、及び附則第27条改定　
ファイザー社友会慶弔規定

第1条　　　　本規定は、ファイザー社友会の会員に慶弔があった場合、慶弔金の

　　　　　　　支出等につき定める。

第2条 慶事については下記の通りとする。

　　　　　　　　会員の喜寿の祝い：　　記念品贈呈

第３条　　　　弔事については下記の通りとする。

　　　　　　　　会員の逝去：　　　　　香典・供花等は行わない。
第4条 　　　 第2条に係る贈呈は「ファイザー社友会」の名をもって行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　

以　　上

沿革　　　　　平成6年10月26日　第2条・改訂

平成15年8月  1日　社名及び住所変更に伴う改訂／第１条、第４条

平成21年3月16日　第3条・改訂

              平成25年6月  3日　第3条・改訂
平成30年6月  5日　第3条・第4条　改訂
令和1年12月17日　第3条・第4条　改訂
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